
はじめに

本市においては、だれもが安心・安全に移動できるまちづくりや、魅
力ある都市景観の創出といった複合的な目標に向けたサインシステムの
実現を目指し、平成 26 年に公共サインを整備する際のガイドラインと
なる「大分市公共サインガイドライン」を策定しました。

このような中、本市は東九州の中核都市として発展を続けており、近
年は、ＪＲ大分駅の高架化や大分駅南土地区画整理事業、庄の原佐野線
等の関連街路事業が進められるなど、100 年に一度と言われる県都のま
ちづくりにより、中心市街地が大きく変貌を遂げ、魅力とにぎわいあふ
れるまちが創出されています。また、2019年には「ラグビーワールドカッ
プ日本大会２０１９」が開催されました。
こうした新しいまちの魅力と賑わいなどを求めて、多くの人々が本市

を訪れることが期待されますが、まちを知らない来訪者が、まちを歩き、
目的地に辿りつくためには、様々な情報を的確に提供する必要がありま
す。
また、高齢者や障がい者、さらには、本市を訪れる外国人を含む様々

な来訪者など、すべての人にとって、快適な移動空間の整備が求められ
ており、バリアフリーやユニバーサルデザインの視点からもわかりやす
い・見やすいサインが必要となります。
近年では、インターネットなど様々な媒体を通して、いつでもまちの

情報を得ることができるようになっていますが、公共サインの機能が十
分に発揮されれば、さらにまちを利用しやすくなります。

一方で、公共サインは景観を構成する重要な要素であることから、周
辺の景観との調和に配慮し、景観の質そのものを向上させるための統一
されたデザイン基準が必要となります。
また、積み重ねられた歴史や、人々の暮らしにより形成された地域特

有の景観特性に配慮し、地域景観の向上にも貢献する美観性と視認性に
優れた統一的なサインの整備を図る必要もあります。
そこで、平成 26 年に策定されたガイドラインに対して、より詳細な

デザインに関する指針を追記し、公共サインの整備に必要な項目やその
例示も行うことで、よりわかりやすくすぐれた公共サインの整備を行う
ことを目的に改定版を策定いたしました。
本ガイドラインに基づき、美観性と視認性に優れ、わかりやすい統一

的な公共サインが整備されることにより、市民や来訪者の往来が円滑に
なり、賑わいあふれるまちづくりにつながることが期待されます。
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本ガイドラインを使用する際のフローを以下に示します。担当者

は計画対象となるサインの種類、また設置想定箇所等から、文字サ

イズや版面情報、サインのカラー等をピックアップし、設計に反映

させてください。ガイドラインの使用にあたっては、まず前半部分

にあたる「サインガイドライン編」の基本的な考え方及び基本方針

を熟読し理解に努めたうえで、デザイン検討に入ってください。

また、特殊なサイン等については、本ガイドラインに示された事

項のみでの判断が難しい場合があります。そうした場合は、公共サ

インガイドライン担当者との相談・協議や公共デザインアドバイ

ザー等、有識者や専門家のアドバイスを受けながら、設計検討を行っ

てください。

設置しようとするサインが、案内サイン、誘導サイン、位置

サイン、説明サインのどのタイプに該当するのかを調べます。

また、設置個所の景観特性を勘案し，調和したものになるか

を十分に検討したうえで、Step２に進んでください。

設置するサインのタイプ

・公共サインの種類→P08 へ

ガイドラインの使い方

Step1

基本構造と共通事項の確認

・サインの本体基本構造→P16 へ 

・サイン共通事項→P27 へ

基本的な事項として、構造面での配慮事項や使用できる書体、

文字の大きさや表記のルール、ピクトグラムを用いる場合のサ

ンプル等を、ここで確認しておきます。

既設サインがある場合は、それらを含めて統一化を図ります。

Step2

タイプ別のサイン基準

・①案内サイン→P49 へ 

・②誘導サイン→P61 へ

・③位置サイン→P71 へ

・④説明サイン→P75 へ

タイプ別に、より詳細な設計基準を取りまとめたページに

なっています。STEP２の事項を基本としながらも、より現場に

即した個別判断や文字サイズの検討については、このページを

参考に設計を行います。

Step3

設置エリア別カラータイプ→P97 へ
※中心市街地におけるまちあるきサイン

　の場合→P90 へ

サイン本体のカラーについては、設置エリアによって推奨色

が定められています。当該事業のエリアを確認した上で、カラー

タイプの選定を行います。また、まちあるきサインについては、

テーマカラーを用いてデザインを行います。

Step4

詳細設計における参考図

・該当するサインタイプ→P79 へ

詳細設計の参考図として、タイプ別に構造図と割付図を掲載

しています。文字高さやカーニング、文字色等については、参

考図を参照して設計を行ってください。ただし、事業コンセプ

トに基づき特殊なデザインを用いる場合等については、必ずし

も参考図に準拠する必要はありませんが、その場合はアドバイ

ザーの助言を得るなどしかるべき手続きを経るものとします。

Step5
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